
生駒市教育委員会規則第７号 

 生駒市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２０年１２月２２日 

生駒市教育委員会委員長 中井 公人  

 

生駒市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則 

生駒市立学校給食センター管理規則（昭和４１年１１月生駒市教育委員会規則

第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「３，６００円」を「４，０００円」に改め、同条第２号中「

４，０００円」を「４，４００円」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 


